
承第１号

市長専決処分事項の承認を求めるについて

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき､ 別紙のとおり市長において専決処分をしたので､

同条第３項の規定により市議会に報告し､ 承認を求める｡

令和８年２月１９日提出

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓
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市長専決処分について

令和８年２月８日執行予定の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査に伴う予算措置

については緊急を要し､ 議会を招集する時間的余裕がないため､ 地方自治法第１７９条第１項の

規定に基づき､ 次のとおり市長において専決処分する｡

令和８年１月２０日

和歌山県和歌山市長職務代理者

和歌山市副市長 犬 塚 康 司

１ 令和７年度和歌山市一般会計補正予算
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令和７年度和歌山市一般会計補正予算 (第９号)

令和７年度和歌山市一般会計補正予算 (第９号) は､ 次に定めるところによる｡

(歳入歳出予算の補正)

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１２９, ６９１千円を追加し､ 歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ１６６, ６３１, ３１９千円とする｡

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は､ ｢第１表 歳入歳出予算補正｣ による｡

令和８年１月２０日

和歌山県和歌山市長職務代理者

和歌山市副市長 犬 塚 康 司
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第１表

歳入歳出予算補正 (第９号)

歳 入 (単位 千円)

款 項 補正前の額 補 正 額 計

16 県 支 出 金 １２,９９３,２６９ １２９,６４３ １３,１２２,９１２

１ 県 負 担 金 ９,２０１,０１９ １２９,６４３ ９,３３０,６６２

19 繰 入 金 １,６７４,５９４ ３２ １,６７４,６２６

１ 基 金 繰 入 金 １,５６５,７３７ ３２ １,５６５,７６９

21 諸 収 入 ２,６２９,７７４ １６ ２,６２９,７９０

７ 雑 入 １,１８９,４８６ １６ １,１８９,５０２

歳 入 合 計 １６６,５０１,６２８ １２９,６９１ １６６,６３１,３１９

歳 出 (単位 千円)

款 項 補正前の額 補 正 額 計

２ 総 務 費 １３,１２３,５３１ １２９,６９１ １３,２５３,２２２

５ 選 挙 費 ３７０,０２９ １２９,６９１ ４９９,７２０

歳 出 合 計 １６６,５０１,６２８ １２９,６９１ １６６,６３１,３１９
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